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第４回 筑前町農業委員会総会 会議録 

 

１． 開催日時 令和４年７月１２日（火） １５：００～１６：００ 

２． 開催場所 役場本庁２階 庁議室  

３． 出席委員 （１９名） 

早 川  忠 博  会 長  友清  茂利  委員  

平山 正和 会長代理  上野   弘  委員  

山 本  容 子  委 員  松本  一彦  委員  

伊 藤  幸 市  委 員  川波  臣  委員  

村 井  辰 男  委 員  内堀   誠  委員  

髙 倉  博 行  委 員  平田  英司  委員  

行武  太恵子  委員  平山  忠志  委員  

内 藤  茂 正  委 員  有田  和豊  委員  

山 下  英 次  委 員  倉掛   誠  委員  

井 上  治 康  委 員    

 

４．付議事項 

議事 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 経営主変更承認届について 

議案第１号 令和４年７月期農用地利用集積計画の審議について 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会処分） 

議案第３号 農地法第３条の規定に係る競売農地買受適格証明願について 

議案第４号 農地転用計画変更申請について（５条知事許可変更） 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について（県知事処分） 

議案第６号 農地移動適正化あっせん申し出及び、あっせん委員の選任について 

５．その他 

  ６．議事録署名人に指名された委員の氏名 

    松本 一彦 委員、 内堀  誠 委員  

７．事務局出席者 

  事務局長 堀内 明、  係長 徳永 理恵、  真鍋 翔太 
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（会議経過） 

発言者 議題・発言内容・決定事項 

事務局 

 

 

事務局 

 

会 長 

 

事務局 

 

 

会 長 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

ただ今から、令和４年度第４回筑前町農業委員会総会をはじめさせていただきます。 

本日の総会に、現在の出席数は定員１９名中全員ですので総会は成立しております。 

 

次第２、会長あいさつでございます。会長よろしくお願いします。 

  

    （会長あいさつ） 

 

ありがとうございます。 

続きまして、次第３ 議事録署名人の指名です。会長よろしくお願いします。 

 

議事録署名人の指名をいたします。１２番 松本委員と１４番 内堀委員にお願いします。 

 

よろしくお願いします。それでは次第４ 付議事項に移りますが、ここからは会長が議長として

議事を進めていただきますのでよろしくお願いします。 

 

それでは、付議事項にはいります。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

議案書１ページをお開きください。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、農地法第１８条第６項及び農

地法施行規則第６８条の規定により、通知があったのでここに報告する。貸借の終了１８条通知。

本日付、会長名でございます。 

 

    （報告第１号 番号１～番号２を読みあげる） 

 

以上ご報告申しあげます。 

 

報告第１号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局の説明が終わりました。 

これから質疑に入りますが、質問をされるかたは挙手のうえ、委員席番号と氏名を述べて発言を

お願いします。 

それでは、報告第１号について何か質問はありませんか。 

 

     （質問なし） 

 

ないようですので、報告第１号は承認されたものとして次にまいります。 

報告第２号 経営主変更承認届について、事務局より説明をお願いします。 

 

議案書２ページをお開きください。 

報告第２号 経営主変更承認届について、上記について次のとおり報告する。本日付、会長名で

ございます。理由、経営主変更承認届が提出されたので報告する。 

 

    （報告第２号 番号１を読みあげる） 

 

以上ご報告申しあげます。 

 

報告第２号 経営主変更承認届について、事務局の説明が終わりました。 

それでは、報告第２号について何か質問はありませんか。 

 

     （質問なし） 
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

ないようですので、報告第２号は承認されたものとして次にまいります。 

議案第１号 令和４年７月期農用地利用集積計画の審議について、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

議案書３ページをお開きください。 

議案第１号 令和４年７月期農用地利用集積計画の審議について、上記について次のとおり審

議を求める。本日付、会長名でございます。 

 

（議案第１号を読みあげる） 

 

以上の計画につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。以上ご提案申しあげます。 

 

議案第１号 令和４年７月期農用地利用集積計画の審議について、事務局の説明が終わりまし

た。 

それでは、何か質問はありませんか。 

 

     （質問なし） 

 

ないようですので採決に移ります。 

議案第１号に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

     （全員賛成） 

 

議案第１号は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての番号１について、事務局から説明

をお願いします。 

 

議案書７ページをお開きください。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について ３条農業委員会許可分 本日付 

会長名でございます。 理由 農地法第３条の規定による許可申請書が農地法施行令第３条第１

項の規定により提出されたので、審議を求める。 

 

     （番号１を読みあげる） 

 

場所につきましては、別紙の配置図２ページをご覧ください。 

次に審査基準につきましては、８ページの調査書の番号１をご覧ください。この件に関しまし

て、農地法第３条第２項各号いずれにも該当しないため、許可要件をすべて満たしていると考えま

す。 

以上ご提案申しあげます。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての番号１について、事務局の説明が

終わりました。 

それでは、質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

質問がないようですので、採決に移ります。 

議案第２号の番号１に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

     （全員賛成） 
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議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１６番 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第２号の番号１は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第２号の番号２について、事務局より説明をお願いします。 

 

    （番号２を読みあげる） 

 

場所につきましては、別紙の配置図３ページをご覧ください。 

次に審査基準につきましては、８ページの調査書の番号２をご覧ください。この件に関しまし

て、農地法第３条第２項各号いずれにも該当しないため、許可要件をすべて満たしていると考え

ます。 

以上ご提案申しあげます。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての番号２について、事務局の説明が

終わりました。それでは、質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

質問がないようですので、採決に移ります。 

議案第２号の番号２に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

    （全員賛成） 

 

議案第２号の番号２は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第２号の番号３について、事務局より説明をお願いします。 

 

    （番号３を読みあげる） 

 

場所につきましては、別紙の配置図４ページをご覧ください。 

次に審査基準につきましては、９ページの調査書の番号３をご覧ください。この件に関しまし

て、農地法第３条第２項各号いずれにも該当しないため、許可要件をすべて満たしていると考え

ます。 

この件につきまして、補足説明をさせていただきます。このあとの議案第３号と関連するもの

でありますが、今回申請に上がっております農地は、現在競売に係っている農地となっておりま

す。その農地を購入しようとする場合には、議案第３号の農地買受適格証明というものが必要と

なります。証明をするためには、農地法第３条の許可要件を満たしているかというところで判断

していくことになります。以前、令和４年２月に審議いただいた時は、利用権が入っていたた

め、１年以内の耕作ができないということで、否決された案件になりますが、今日の申請人は、

現在、競売にかかっている農地の耕作者となっております。そのため、全部効率利用について

も、条件を満たしていると考えます。 

以上ご提案申しあげます。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての番号３について、事務局の説明が

終わりました。それでは、質問はありませんか。 

 

譲渡人がいないというのはどういう理由でしょうか。 

 

差し押さえられているため競売にかかります、という通知が裁判所から届いている農地になり

ます。本来３条は譲渡人と譲受人が両者揃って申請をするものですが、競売物件のため譲受人の

みでの申請となっています。 

 

以前の総会での申請人では要件を満たせず競売は行われませんでしたが、今回は耕作者が申請

人となっているので要件を満たしています。 
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９ 番 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

売買金額はどうなるのですか。 

 

前回よりも基準価格が下がっており、反当り○○万円ですが、買受可能価格は○○万円となっ

ております。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

質問がないようですので、採決に移ります。 

議案第２号の番号３に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

    （全員賛成） 

 

議案第２号の番号３は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第３号 農地法第３条の規定に係る競売農地買受適格証明願について、事務局より説明を

お願いします。 

 

議案書１０ページをお開きください。 

議案第３号 農地法第３条の規定に係る競売農地買受適格証明願について、次のとおり提出す

る。本日付 会長名でございます。理由 下記の者から競売のため不動産買受適格証明願書の提

出があったので適格者であるか審議を求める。 

 

（番号１を読みあげる） 

 

引き続き、補足説明をいたします。 

この件に関しまして、福岡地方裁判所で付されております申請地の競売に参加したいというこ

とで、民事執行規則第３３条 買受けの申出をすることができる者の制限が規定されていること

から、不動産買受適格証明願いが提出されたものであります。 

本証明願申請にあたっては、農地法第３条の規定による許可申請の写しを添付することになっ

ており、先ほど議案第２号の番号３について許可相当として承認されております。 

申請人は申請地の近隣で１４７,５１６㎡の農地を耕作しており、申請地についても現在耕作し

全て効率利用されてあります。経営状況を含め申請内容等には特に問題がないと思われます。 

なお、競売の入札期間は、令和４年８月２４日から令和４年８月３１日までとなっており、本

日、皆さんに承認いただければ、競売に参加できるようになります。 

以上ご提案申しあげます。 

 

議案第３号 農地法第３条の規定に係る競売農地買受適格証明願について、事務局の説明が終

わりました。それでは、質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

質問がないようですので、採決に移ります。 

議案第３号の番号１に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

    （全員賛成） 

 

議案第３号の番号１は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第４号 農地転用計画変更申請についての番号１について、及び議案第５号 農地法第５

条の規定による許可申請についての番号１について、二つは関連する事項でありますのであわせ

て、事務局より説明をお願いします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１６番 

 

 

議 長 

 

３ 番 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議案書１１ページをお開きください。 

議案第４号 農地転用計画変更申請について 上記について、次のとおり提出する。本日付 

会長名でございます。理由 農地法に係る事務処理要領第４の６の（３）のエの（イ）の規定に

より、農地転用計画変更申請書が提出されたので、審議を求める。 

 

    （番号１を読み上げる） 

 

補足事項につきまして、今回追加する部分については議案第５号の番号１になりますので、そ

ちらもあわせて審議いただきたいと思います。 

議案書１２ページをお開きください。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について ５条知事許可分 本日付 

会長名でございます。理由 農地法第５条第１項の規定による許可申請書が農地法施行令第１５

条第１項の規定により提出されたので、審議を求める。 

 

（番号１を読みあげる） 

 

引き続き補足事項につきまして、説明いたします。譲受人は、すでに転用許可処分を受けている

１,８９５㎡の農地に申請地５０㎡を追加し、１２区画の宅地を造成し、販売する計画です。 

配置図５ページから７ページが計画変更前、８ページから１０ページが追加申請された農地を

含めた変更後の資料となっております。１０ページの計画図を見ていただくとわかりますように、

新たに申請地を追加することにより中央右側の６号地と７号地の面積が増える形となっておりま

す。また、左の黒く塗られた部分については、セットバックをし、用地を提供するということで１

０号地、１１号地の面積は多少狭くなっております。 

その他、令和４年２月に皆さんにご審議いただいた内容から大きく変わっているものはありま

せん。 

次に転用許可基準ですが、立地基準につきましては、申請地は、都市計画法第８条第１項第１号

に規定する用途地域内にある農地でありますので、農地の区分は第３種農地と判断します。 

通常、農地法において造成のみの転用は認められておりませんが、用途地域内の農地で宅建業の

許可を持つものの転用であれば例外的に可能となっております。 

一般基準につきましては、申請の目的、実現の確実性、周辺農地への営農条件の支障については、

申請の添付書類にて確認しております。 

以上、ご提案申しあげます。 

 

議案第４号 農地転用計画変更申請についての番号１及び議案第５号 農地法第５条第１項の

規定による許可申請についての番号１について、事務局の説明が終わりました。現況調査を行った

結果について、担当委員より追加説明など報告がありましたらお願いします。 

 

申請地について、所有者は当初売買しない意向だったそうですが、考えを改められたとのことで

す。 

 

それでは、事務局の説明、現地調査報告等について、ご質問はありませんか。 

 

配置図に記載されている道路の番号が違うようですが。 

 

以前は国道○○号線でしたが、現在は○○の交差点から先は国道○○号線になるそうです。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

ないようですので、採決に移ります。 
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議 長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１０番 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４号の番号１及び議案第５号の番号１に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

     （全員賛成） 

 

議案第４号の番号１及び議案第５号の番号１は全員賛成にて可決をいたします。次にまいりま

す。 

議案第５号の番号２について、事務局より説明をお願いします。 

 

    （番号２を読みあげる） 

 

引き続き補足事項につきまして、説明いたします。建築業を営む譲受人は、申請地に建売住宅を

建築し販売する計画です。建物としましては、木造２階建て、建築面積約６３～６８㎡の住宅を４

棟建設される計画となっています。最大６０㎝の盛土を行い、雨水については東側に新設する側溝

に放流する計画です。尚、他の法令の許可申請はありません。 

次に転用許可基準ですが、立地基準につきましては、申請地は東側に農地の広がりが、概ね１０

ha 以上の規模の一団の農地の区域内にある農地であることから、農地の区分は第１種農地と判断

します。第１種農地は原則不許可でありますが、既存の集落に接続して建築される住宅であること

から、不許可の例外規定に該当すると考えます。 

一般基準につきましては、申請の目的、実現の確実性、周辺農地への営農条件の支障については、

申請の添付書類にて確認しております。 

以上、ご提案申しあげます。 

 

議案第５号の番号２について、事務局の説明が終わりました。現況調査を行った結果について、

担当委員より追加説明など報告がありましたらお願いします。 

 

特に問題はありません 

 

それでは、事務局の説明、現地調査報告等について、ご質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

ないようですので、採決に移ります。 

議案第５号の番号２に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

     （全員賛成） 

 

議案第５号の番号２は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第５号の番号３について、事務局より説明をお願いします。 

 

    （番号３を読みあげる） 

 

引き続き補足事項につきまして、説明いたします。建築業を営む譲受人は、申請地を造成し宅地

として販売する計画です。区画は８区画、１区画約７５～１０３坪を計画しています。配置図１５

ページを見ていただくと、この申請地を転用することにより、南側に農地が残るような形になりま

すが、１６ページの中央にあります横断暗渠を設置し、既存の水路に接続することにより、水利等

にも影響がないよう計画されております。尚、他の法令の許可申請はありません。 

次に転用許可基準ですが、立地基準につきましては、申請地は、都市計画法第８条第１項第１号

に規定する用途地域内にある農地でありますので、農地の区分は第３種農地と判断します。通常農

地法において造成のみの転用は認められておりませんが、用途地域内の農地で宅建業の許可を持

つものの転用であれば例外的に可能となっております。 

一般基準につきましては、申請の目的、実現の確実性、周辺農地への営農条件の支障については、

申請の添付書類にて確認しております。 
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議 長 

 

 

１２番 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１５番 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

以上、ご提案申しあげます。 

 

議案第５号の番号３について、事務局の説明が終わりました。現況調査を行った結果について、

担当委員より追加説明など報告がありましたらお願いします。 

 

水路の問題も考慮されてありますし、問題ありません。 

 

それでは、事務局説明、現地調査報告等について、ご質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

ないようですので、採決に移ります。 

議案第５号の番号３に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

     （全員賛成） 

 

議案第５号の番号３は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第５号の番号４について、事務局より説明をお願いします。 

 

    （番号４を読みあげる） 

 

引き続き補足事項につきまして、説明いたします。建築業を営む譲受人は、申請地及び隣接する

宅地を一体利用し、建売住宅を建築し販売する計画です。建物としましては、木造２階建て、建築

面積約５２～５８㎡の住宅を１５棟建設される計画となっています。尚、他の法令の許可申請につ

いては、開発許可を申請する予定です。 

次に転用許可基準ですが、立地基準につきまして、申請地の○○番地については、上下水道管が

埋設されている幅員４m以上の道路の沿道の区域にあり、概ね５００m以内に２以上の教育施設、

医療施設が存在する農地であることから第３種農地。○○番地については、１０㏊未満の集団性の

ない農地で、宅地化が進行した地域に接している農地であることから第２種農地と判断します。 

一般基準につきましては、申請の目的、実現の確実性、周辺農地への営農条件の支障については、

申請の添付書類にて確認しております。 

以上、ご提案申しあげます。 

 

議案第５号の番号４について、事務局の説明が終わりました。現況調査を行った結果について、

担当委員より追加説明など報告がありましたらお願いします。 

 

周囲を宅地に囲まれた農地ですので、特に問題ありません。 

 

それでは、事務局説明、現地調査報告等について、ご質問はありませんか。 

 

（質問なし） 

 

ないようですので、採決に移ります。 

議案第５号の番号４に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

     （全員賛成） 

 

議案第５号の番号４は全員賛成にて可決をいたします。次にまいります。 

議案第６号 農地移動適正化あっせん申し出及び、あっせん委員の選任について、事務局より説

明をお願いします。 

 

議案書１３ページをお開きください。 
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議 長 

 

 

 

１４番 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

事務局 

 

事務局 

 

会長代理 

 

 

 

議案第６号 農地移動適正化あっせん申し出及び、あっせん委員の選任について 

上記について、次のとおり提出する 本日付 会長名でございます。 

理由 下記の者から農地移動適正化あっせん申出書が提出されたので、筑前町農地移動適正化

あっせん事業実施要領５の規定に基づき、あっせん委員の選任について審議を求める。 

 

（番号１を読みあげる） 

 

あっせん委員 川波委員、平田委員 

場所につきましては、別紙の配置図、２０ページをご覧ください。 

 

（番号２を読みあげる） 

 

あっせん委員 川波委員、平田委員 

場所につきましては、別紙の配置図、２１ページをご覧ください。 

以上、ご提案申しあげます。 

 

議案第６号 農地移動適正化あっせん申し出及び、あっせん委員の選任について、事務局の説明

が終わりました。 

それでは、ご質問はありませんか。 

 

譲受人は耕作者でしょうか。 

 

２件とも現在の耕作者が購入されることになっています。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

    （質問なし） 

 

質問がないようですので採決に移ります。 

議案第６号に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

    （全員挙手） 

 

議案第６号は全員賛成にて可決をいたします。 

以上をもちまして、本日の報告事項並びに議案の審議はすべて終了致しました。 

続きまして、次第５、次第６、次第７、順に事務局より説明及び進行をしてください。 

 

次第５ その他 

 

次第６ 今後の日程について 

  

 次第７ 閉会、閉会のことばを会長代理よりお願いします。 

 

 これをもちまして、第４回筑前町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

                              １６：００  終了 

 

  

 


